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中
国
研
究
集
刊 

珍
号
（
第
六
十
四
号
）
平
成
三
十
年
六
月　

八
七
︱
一
〇
五
頁

は
じ
め
に

「
孝
」
は
、
儒
教
の
核
心
と
な
る
徳
目
の
一
つ
で
あ
り
、
本
朝

に
お
い
て
も
広
く
受
容
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
受
容
に
際
し
て
は
、

孝
を
民
衆
に
奨
励
す
る
た
め
の
孝
行
譚
や
、
不
孝
を
訓
戒
す
る
た

め
の
不
孝
譚
な
ど
が
多
数
作
成
さ
れ
、
民
衆
の
思
想
形
成
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
。

ま
た
、
本
朝
の
思
想
史
に
お
い
て
は
、
長
ら
く
仏
教
が
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
本
朝
の
孝
思
想
に
は
仏
教

思
想
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
る
（
注
1
）
。
仏
教
思
想
の
特
徴
の
一
つ

と
し
て
、
輪
廻
説
の
存
在
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
輪
廻
説

の
一
部
を
構
成
す
る
「
悪
徳
を
積
む
と
死
後
地
獄
に
堕
ち
る
」
と

の
観
念
は
、
本
朝
の
孝
思
想
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お

り
、
本
朝
の
孝
行
譚
や
不
孝
譚
に
は
、
親
や
子
の
堕
獄
を
モ
チ
ー

フ
と
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
（
注
2
）
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
本
朝
の
仏
教
説
話
に
お
け
る
孝

不
孝
譚
に
現
れ
た
堕
獄
モ
チ
ー
フ
の
機
能
と
そ
の
変
遷
と
に
つ
い

て
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
、
孝
と
慈
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。一

、
堕
獄
し
た
親
を
救
う
孝
行
譚

孝
行
譚
に
地
獄
が
現
れ
る
場
合
、
多
く
が
「
子
供
の
仏
教
的
善

行
（
追
善
供
養
・
写
経
・
読
経
・
念
仏
・
仏
像
作
成
な
ど
）
に

よ
っ
て
堕
獄
し
た
親
が
救
わ
れ
る
」
と
い
う
形
を
と
る
。

孝
不
孝
譚
に
現
れ
た
親
の
慈
愛

︱
堕
獄
モ
チ
ー
フ
を
例
と
し
て

︱

佐
野
大
介

（ 87 ）



そ
れ
ぞ
れ
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
る
と
、
写
経
・
読
経
・
念
仏
な

ど
の
結
果
親
が
救
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、

遺
龍
、
…
…
心
な
ら
ず
法
華
経
八
軸
の
外
題
六
十
四
字

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
書

く
あ
ひ
だ
に
、
そ
の
字
六
十
四
体
の
仏
と
な
り
て
、
烏
龍
が

落
つ
と
こ
ろ
の
地
獄
に
行
き
て
、
苦
患
を
救
ひ
給
ふ
（
傍
点

引
用
者
。
以
下
同
）（『
十
訓
抄
』
中
巻
第
六
「
忠
直
を
存
す

べ
き
事
」）（
注
3
）

我
レ
ハ
是
レ
、
汝
ガ
父
也
。
我
レ
、
悪
業
ヲ
以
テ
ノ
故
ニ
黒

暗
地
獄
ニ
堕
タ
リ
。
而
ル
ニ
、
今
、
我
等
ガ
為
ニ
維
摩
経

0

0

0

ヲ

書
ク
。
其
ノ
光
明
忽
ニ
来
テ
我
ガ
身
ヲ
照
ス
。
此
レ
ニ
依

テ
、
地
獄
ヲ
免
レ
テ
、
既
ニ
天
上
ニ
生
レ
ヌ
（『
今
昔
物
語

集
』
巻
第
六
「
震
旦
ノ
会
稽
山
ノ
陰
県
ノ
書
生
、
書
写
維
摩

経
生
浄
土
語
」
第
丗
八
）（
注
4
）

な
ど
が
あ
り
、
仏
像
・
仏
画
作
成
に
関
し
て
は
、

此
レ
、
定
テ
知
、
汝
ガ
造
リ
奉
レ
ル
所
ノ
三
尺
ノ
阿
弥
陀
ノ

0

0

0

0

像0

、
地
獄
ノ
中
ニ
行
キ
給
テ
、
汝
ガ
父
母
ヲ
救
ヒ
給
フ
ニ
、

同
業
ノ
輩
、
法
ヲ
聞
ガ
故
ニ
、
地
獄
ヲ
免
レ
テ
浄
土
ニ
生

ル
ヽ
也
（『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
六
「
震
旦
ノ
并
洲
ノ
張
ノ

元
寿
、
造
弥
陀
ノ
像
生
極
楽
語
」
第
一
八
）（
注
5
）

文
侍
観
世
音
ニ
申
ス
、
父
母
已
ツ
テ
後
チ
、
是
念
言
ヲ
作

ス
。
吾
ガ
双
親
邪
見
ナ
リ
。
生
処
何
処
ト
を
知
ラ
ズ
。
須
ク

六
観
音
ノ
像

0

0

0

0

0

ヲ
図
シ
テ
、
将
ニ
六
道
ヲ
救
。
…
…
爾
時
大
悲

観
世
音
、
文
侍
ニ
告
テ
曰
ク
、
汝
父
大
焦
熱
地
獄
ニ
在
。

…
…
但
シ
母
ハ
正
ニ
餓
鬼
ニ
在
。
…
…
（
引
用
者
注
…
父

母
）
文
侍
ニ
告
テ
言
ハ
ク
、
我
等
観
音
ノ
抜
済
蒙
フ
リ
浄
土

ニ
往
生
ス
云
云
。（『
私
聚
百
因
縁
集
』
巻
第
六
︱
一
五
「
荊

州
趙
文
侍
ノ
事
」）（
注
6
）

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
仏
教
説
話
は
、
仏
典
や
仏
像
の
霊
験
を
説

く
霊
験
譚
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
も
の
と
い
え
る
。

ま
た
、

む
か
し
、
大
唐
国
に
一
人
の
説
法
者

0

0

0

有
。
名
を
僧
融
と
云
。

炎
魔
王
宮
よ
り
導
師
に
請
せ
ら
れ
て
行
ぬ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
…
…
（
引
用
者

注
…
炎
魔
王
曰
く
）
汝
が
母
は
黒
縄
地
獄
に
有
。
…
…
汝
、

娑
婆
に
か
へ
り
て
、
法
花
経
を
か
き
て
供
養
し
奉
る
べ
し
。

さ
れ
ば
を
の
づ
か
ら
得
脱
す
る
事
も
有
な
ん
。

（『
宝
物
集
』
巻
七
）（
注
7
）

（ 88 ）



我
ハ
是
汝
ガ
父
母
也
。
悪
業
ヲ
以
テ
ノ
故
ニ
地
獄
ニ
堕
ス
。

汝
ガ
出
家

0

0

セ
シ
日
ヨ
リ
其
ノ
功
徳
ニ
依
苦
器
ヲ
免
天
上
ニ

生
。（『
三
国
伝
記
』
巻
第
五
︱
一
六
「
昔
尊
者
於
父
母
故
宅

地
造
精
舎
事
」）（
注
8
）

な
ど
は
、
法
華
経
の
霊
験
と
と
も
に
、
出
家
が
親
の
救
い
に
繋
が

る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
従
来
、
排
仏
論
争
に
お
い

て
は
、
出
家
が
後
嗣
を
断
つ
不
孝
に
当
た
る
と
い
う
論
法
が
仏
教

批
判
の
大
き
な
根
拠
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
か
ら
、
出
家
が
即
ち

親
へ
の
孝
と
な
る
と
の
主
張
は
、
仏
教
側
に
と
っ
て
大
き
な
意
味

を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注
9
）
。

ま
た
、

我
れ
悲
母
の
地
獄
に
堕
在
す
る
を
知
つ
て
、
苦
を
救
は
ん
が

為
め
に
七
日
断
食
し
、
一
心
に
祈
請

0

0

す
。
…
…
仏
の
教
勅
に

依
つ
て
始
め
て
善
心
を
発
し
、
初
め
て
無
上
大
菩
提
心
を
発

す
こ
と
諸
仏
の
行
願
に
同
じ
。
即
ち
母
の
苦
を
救
ひ
、
解
脱

を
得
せ
し
む
。（『
仏
説
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』）（
注
10
）

な
ど
は
、
子
が
「
祈
請
」
す
る
の
み
で
母
親
が
救
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
堕
獄
し
た
親
を
救
う
と
い
う
主
題
は
、
芸
能
と
し
て

の
展
開
も
見
せ
て
い
る
。
謡
曲
「
松
山
鏡
」
は
、「
越
後
国
松
の

山
家
の
者
が
、
先
妻
の
三
年
忌
に
、
持
仏
堂
に
行
つ
て
焼
香
し
よ

う
と
す
る
と
、
そ
の
忘
形
見
の
姫
が
物
を
隠
し
た
の
で
、
さ
て
は

噂
の
通
り
、
継
母
を
呪
詛
す
る
の
で
あ
ら
う
と
、
姫
を
疑
つ
た

が
、
実
は
母
の
形
見
の
鏡
に
映
る
わ
が
姿
を
母
と
想
つ
て
、
追
慕

し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
や
が
て
母
の
亡
霊
が
現
れ
て
、
姫
に
詞

を
か
け
て
ゐ
る
と
、
倶
生
神
が
出
て
、
母
を
地
獄
に
連
れ
帰
ろ
う

と
し
た
が
、
そ
の
浄
玻
璃
鏡
に
映
る
姿
を
見
れ
ば
、
母
は
姫
の
孝

行
の
功
徳
に
よ
つ
て
、
菩
薩
の
姿
と
な
つ
て
ゐ
た
の
で
、
倶
生
神

は
驚
い
て
、
自
分
ひ
と
り
で
地
獄
に
立
ち
帰
つ
た
」（
松
山
鏡

「
梗
概
」）（
注
11
）
と
い
う
物
語
で
あ
る
が
、
母
を
連
れ
帰
ろ
う
と
し

た
倶
生
神
は
母
を
見
て
、

こ
は
い
か
に
不
思
議
や
な
、
孝
子
の
弔
ふ
功
力

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
つ
て
、

鏡
の
影
を
。
よ
く
よ
く
見
れ
ば
。
頭
に
玉
釵
。
膚
は
金
色
両

臂
を
か
が
み
て
手
を
合
は
す
れ
ば
。
さ
な
が
ら
菩
薩
の
。
坐

像
か
と
御
空
に
花
降
り
虚
空
に
音
楽
。
聞
か
ず
見
も
せ
ぬ
冥

途
の
奇
特
。
す
は
や
地
獄
に
帰
る
ぞ
（「
松
山
鏡
」）（
注
12
）

と
の
台
詞
を
残
し
て
地
獄
に
帰
る
。
こ
ち
ら
は
「
孝
子
の
弔
ふ
功

力
」
に
よ
っ
て
母
が
救
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
追
善
供
養
の
効

果
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
堕
獄
し
た
親
を
救
う
に
は
、
様
々
な
子
か
ら

（ 89 ）



の
働
き
か
け
が
あ
る
が
、
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
方
法
が
、
盂
蘭

盆
の
法
会
（
追
善
供
養
・
三
宝
へ
の
布
施
）
で
あ
ろ
う
。
盂
蘭
盆

と
孝
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

是
の
仏
弟
子
孝
順
を
修
む
る
者
は
、
応
に
念
念
の
中
に
常
に

父
母
乃
至
七
世
の
父
母
を
憶
い
て
、
年
年
七
月
十
五
日
、
常

に
孝
順
慈
を
以
て
所
生
の
父
母
乃
至
七
世
の
父
母
を
憶
い
、

為
に
盂
蘭
盆

0

0

0

を
作
り
、
仏
及
び
僧
に
施
し
、
以
て
父
母
長
養

慈
愛
の
恩
を
報
ず
べ
し
。（『
盂
蘭
盆
経
』）（
注
13
）

能
く
父
母
の
為
に
福
を
作
し
経
を
造
る
。
或
は
七
月
十
五
日

を
以
て
能
く
仏
槃
盂
蘭
盆

0

0

0

を
造
り
、
仏
及
び
僧
に
献
ず
れ

ば
、
果
を
得
る
こ
と
無
量
な
り
。（『
父
母
恩
重
経
』）（
注
14
）

な
ど
と
あ
り
、
盂
蘭
盆
の
起
源
譚
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
目
連
救
母

譚
（
目
連
が
地
獄
で
母
を
発
見
。
仏
陀
に
母
を
救
済
す
る
方
法
を

訊
ね
る
と
、
盂
蘭
盆
の
法
要
を
行
な
う
よ
う
諭
さ
れ
る
）
が
広
く

知
ら
れ
る
（
注
15
）
。

こ
の
目
連
救
母
譚
は
本
朝
に
お
い
て
も
広
く
受
容
さ
れ
、『
盂

蘭
盆
経
』
や
『
目
連
救
母
経
』
と
い
っ
た
仏
教
経
典
で
説
か
れ
る

以
外
に
も
、
仏
教
説
話
や
文
芸
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
展
開
・
変
奏
が
見
ら
れ
る
（
注
16
）
。

そ
こ
で
、
本
朝
で
見
ら
れ
る
目
連
救
母
譚
を
い
く
つ
か
確
認
し

て
み
る
と
、
母
親
の
堕
獄
理
由
に
関
し
て
、『
私
聚
百
因
縁
集
』

巻
第
三
︱
一
「
目
連
神
通
ノ
事
」
は
「
青
提
女
慳
貪

0

0

ノ
故
ニ
餓
鬼

道
ニ
堕
シ
」（
注
17
）
、『
三
国
伝
記
』
巻
九
︱
一
「
目
連
尊
者
救
母
事
」

は
「
汝
ガ
母
ハ
在
生
ノ
日
三
宝
ヲ
不
信
。
慳
貪
積
悪

0

0

0

0

ニ
シ
テ
造
罪

須
弥
山
ノ
如
」（
注
18
）
、
説
経
節
『
目
連
記
』
は
「
あ
ま
つ
さ
へ
な

ん
ぢ
、
心
じ
や
け
ん
か
う
ま
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

に
し
て
、
ぶ
つ
と
も
ほ
う
と
も
い

の
ら
す
」（
注
19
）
と
あ
り
、
堕
獄
の
原
因
と
し
て
自
身
の
「
慳
貪
（
邪

慳
傲
慢
）」
を
挙
げ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
も
く
れ
ん
の
さ
う

し
」
は
、

か
の
な
く
や
う
な
る
こ
ゑ
に
て
、
人
の
い
の
ち
を
う
は
ひ
、

さ
ん
や
の
け
た
物
を
こ
ろ
し
、
か
う
か
の
う
ろ
く
つ
を
、
ほ

ろ
ほ
せ
る
も
の
、
こ
の
地
こ
く
ゑ
は
、
お
つ
る
な
ら
ひ
な
れ

と
も
、
み
つ
か
ら
は

0

0

0

0

0

、
御
身
ゆ
へ
に

0

0

0

0

0

、
こ
の
地
こ
く
に
は

0

0

0

0

0

0

0

、

お
つ
る
な
り

0

0

0

0

0

、
其
ゆ
へ
は
、
ひ
と
り
こ
に
て
、
お
は
せ
し
か

は
、
よ
の
つ
ね
ら
す
、
お
も
ひ
し
ほ
と
に
、
わ
う
し
と
し

て
、
く
ら
ひ
を
、
ゆ
つ
り
ゑ
給
ふ
へ
き
に
て
あ
り
し
時
、
た

か
ら
を
、
千
万
の
く
に
ゝ
つ
み
て
も
、
な
を
ね
か
ふ
心
は
つ

き
す
、
こ
れ
一
し
ん
に
、
御
身
に
あ
た
へ
ん
た
め
な
り
、

け慳

貪

ん
と
ん
と
な
り
て
、
ま
つ
は
し
め
に
は
、
か餓

鬼

道

き
た
う
へ
お

ち
ぬ
（『
も
く
れ
ん
の
さ
う
し
』）（
注
20
）

（ 90 ）



と
し
て
、
堕
獄
の
原
因
を
「
御
身
」
即
ち
目
連
の
た
め
と
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
母
が
堕
獄
し
た
そ
も
そ
も
の
原
因
を
、
目
連
を
殊

の
外
愛
し
た
母
の
、
い
わ
ゆ
る
「
人
の
親
の
心
の
闇
」
に
求
め
る

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
脇
田
晴
子
氏
は
、「
目
連
救
母
伝
説
の
、

平
安
・
鎌
倉
期
の
説
話
や
、
そ
の
原
典
と
な
っ
た
イ
ン
ド
、
中
国

の
説
話
で
は
、
母
親
自
身
の
悪
行
や
殺
生
の
罪
に
よ
っ
て
地
獄
に

堕
ち
た
と
い
う
理
由
付
け
が
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
中
世
末
期
に

成
立
し
た『
御
伽
草
子
』の
な
か
の「
も
く
れ
ん
の
さ
う
し
」は
、

盲
愛
の
結
果
と
し
て
、
他
人
を
押
し
の
け
て
我
が
子
よ
か
れ
と
思

う
母
の
心
が
地
獄
へ
堕
ち
る
罪
と
な
る
、
と
し
て
い
る
」（
注
21
）
と

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
朝
に
お
い
て
、
目
連
の
母
の
堕
獄
の
原

因
が
、自
身
の
悪
行
か
ら
子
供
に
対
す
る
慈
愛
故
に
犯
し
た
罪
、い

わ
ば「
痴
愛
」に
変
化
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
と
の
指
摘
で
あ
る
。

こ
こ
で
脇
田
氏
は
、
女
性
が
堕
獄
す
る
「
地
蔵
菩
薩
種
々
利
益

事
」（『
沙
石
集
』
巻
二
︱
六
）
や
目
連
救
母
譚
な
ど
と
、
男
性
の

堕
獄
譚
で
あ
る
「
崇
徳
上
皇
の
怨
霊
説
話
」
と
を
比
較
し
、「
母

性
愛
の
み
が
、
罪
悪
と
し
て
堕
地
獄
の
対
象
と
な
る
」
と
結
論
づ

け
る
。
そ
う
し
て
、
母
親
が
堕
獄
す
る
原
因
に
つ
い
て
、「
一
つ

に
は
、
…
…
人
間
が
生
ま
れ
育
つ
た
め
に
、
不
可
避
的
に
殺
生
を

犯
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
そ
の
原
罪
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
母
性
に

転
嫁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
「
も
く
れ
ん
の
さ
う
し
」
の
母

親
の
堕
地
獄
の
原
因
は
、
女
性
は
地
獄
に
堕
ち
る
も
の
と
い
う
こ

と
が
前
提
と
し
て
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
心
的
要
因
が
探
し
求
め
ら

れ
た
結
果
、
教
訓
と
し
て
排
他
的
盲
愛
が
戒
め
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
」
と
考
察
し
て
い
る
（
注
22
）
。

そ
こ
で
、「
痴
愛
」「
母
性
」
と
い
っ
た
点
を
念
頭
に
、
本
朝
で

見
ら
れ
る
他
の
冥
界
救
親
譚
を
確
認
し
て
み
る
と
、

ア
ノ
讃
岐
房
ハ
我
子
ナ
リ
、
ア
レ
ヲ
養
フ
ト
テ

0

0

0

0

0

0

0

、
多
ク
ノ
罪

0

0

0

0

ヲ
作
リ
テ

0

0

0

0

、
此
報
ヲ
受
テ
、
飢
渇
ノ
苦
ミ
ニ
責
ラ
レ
テ
、
術

ナ
ク
候
ニ
、
ア
レ
給
リ
テ
食
候
ハ
ン
。
…
…
ゲ
ニ
カ
レ
ハ
汝

ガ
母0

ナ
リ
。
汝
ヲ
養
ヒ
シ
故
ニ
、
カ
ノ
報
イ
ヲ
得
タ
リ
。

（『
沙
石
集
』
巻
二
︱
六
「
地
蔵
菩
薩
種
々
利
益
事
」）（
注
23
）

乃
ち
母0

に
問
い
て
曰
く
、
生
平
何
の
罪
を
作
り
て
、
こ
の
劇

苦
を
受
く
る
や
、
と
。
母0

曰
く
、
皆
子
息
を
生
育
す
る
に
癡0

愛0

多
き
が
為
な
る
の
み
、
と
（『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
第
九

「
和
州
東
大
寺
沙
門
法
蔵
伝
」）（
注
24
）

な
ど
は
痴
愛
に
よ
っ
て
堕
獄
す
る
主
体
を
母
親
と
す
る
が
、

此
レ
ハ
前
ノ
世
ヨ
リ
、
絡
リ
返
シ
絡
リ
返
シ
父
母

0

0

ト
成
リ
在

ス
馬
ニ
ハ
非
ズ
ヤ
。
汝
ヂ
、『
当
時
ノ
父
母

0

0

ニ
ハ
非
ズ
』
ト
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思
テ
、
此
ク
蔑
リ
進
ル
カ
。
汝
ニ
モ
、
絡
リ
返
シ
父
母

0

0

ト
成

テ
汝
ヲ
悲
ビ
シ
ニ
依
テ
、
此
ク
獣
ト
成
リ
、
亦
若
干
ノ
地

獄
・
餓
鬼
ノ
道
ニ
モ
堕
テ
、
苦
ヲ
受
ル
ニ
ハ
非
ズ
ヤ
。
此
ク

獣
ニ
成
ル
ニ
、
子
ヲ
愛
シ
悲
シ
ニ
依
テ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
此
ル
身
ヲ
モ
受
タ

ル
也
（『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
一
九
「
内
記
慶
滋
ノ
保
胤
出

家
語
」
第
三
）（
注
25
）

人
ノ
親0

ノ
子
ヲ
思
痴
愛

0

0

0

0

0

ノ
因
縁
ニ
ヨ
リ
テ
、
多
ク
悪
道
ニ
落

テ
苦
ヲ
受
（『
沙
石
集
』
巻
九
︱
一
〇
「
祈
請
シ
テ
母
ノ
生

所
ヲ
知
事
」）（
注
26
）

な
ど
父
母
を
限
定
し
な
い
も
の
も
見
ら
れ
、
さ
ら
に
、

父0

ニ
問
テ
云
ク
、『
君
、
何
ナ
ル
罪
ヲ
造
テ
、
此
苦
ヲ
受
給

ヘ
ル
ゾ
』
ト
。
父
ノ
云
ク
、『
我
、
此
苦
ヲ
受
ル
事
汝
知
レ

リ
ヤ
。
我
生
タ
リ
シ
時
、
妻
子
ヲ
養
ハ
ム
ガ
為
ニ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
或
ハ
生

命
ヲ
諂
シ
、
或
ハ
八
両
ノ
綿
ヲ
人
ニ
借
シ
テ
強
ニ
十
両
ニ
倍

シ
テ
責
メ
取
リ
、
或
ハ
小
サ
キ
斤
ノ
量
ヲ
以
テ
稿
ヲ
人
ニ
借

シ
テ
、
大
斤
ヲ
以
テ
徴
リ
取
リ
、
或
ハ
人
ノ
物
ヲ
奪
ヒ
取

り
、
或
ハ
他
ノ
女
ヲ
奸
犯
シ
、
或
ハ
父
母
ニ
不
孝
養
ズ

…
…
』（『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
〇
「
豊
前
国
膳
広
国
、
行

冥
途
帰
来
語
」
第
一
六
）（
注
27
）

な
ど
、「
妻
子
を
養
は
む
が
為
」
の
悪
行
が
父
の
堕
獄
の
原
因
と

す
る
も
の
も
存
在
し
て
お
り
、「
痴
愛
」
に
よ
る
堕
獄
が
必
ず
し

も
母
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
、
堕
獄
の
原
因
を
「
痴
愛
」
に
見
る
考
え
方
は
、
本
朝
特

有
と
い
う
訳
で
は
な
く
、『
心
地
観
経
』
に
見
え
る
、

世
人
は
子
の
為
に
諸
の
罪
を
造
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
三
塗
に
堕
在
し
て
長
く

苦
を
受
く
。（『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
巻
第
三
）（
注
28
）

な
ど
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
発
想
の
契
機
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
こ
こ
で
も
堕
獄
の
主
体
は
「
世
人
」
と
あ
る
。
こ
の
句

は
、『
三
宝
絵
』
下
巻
︱
二
四
「
盂
蘭
盆
」（
注
29
）
や
『
往
生
要
集
』

巻
上
大
文
第
二
「
欣
求
浄
土
」
第
六
「
引
接
結
縁
の
楽
」（
注
30
）
な

ど
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
本
朝
で
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
様
子
が

見
て
と
れ
る
。

行
き
過
ぎ
た
慈
愛
で
あ
る
「
痴
愛
」
は
、
親
子
間
の
情
緒
に
基

づ
く
問
題
で
あ
る
。
た
め
に
、
親
子
間
の
情
緒
関
係
を
象
徴
す
る

母
子
間
の
問
題
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
い
え

る（
注
31
）。
そ
う
で
あ
る
の
に
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
「
痴
愛
」
の

主
体
を
父
母
や
父
と
す
る
も
の
が
見
え
る
の
は
、「
子
を
養
」
う

と
い
っ
た
家
の
経
済
と
密
接
に
関
わ
る
事
柄
は
、
単
な
る
親
子
間

の
情
愛
の
問
題
の
み
に
還
元
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
経
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済
主
体
で
あ
る
父
親
も
痴
愛
モ
チ
ー
フ
に
現
れ
得
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
父
親
の
言
と
し
て
「
我
、
妻
子
ヲ
養
ハ
ム
ガ
為
ニ
、

或
ハ
生
命
ヲ
諂
シ
」
と
あ
る
の
は
、
正
に
「
人
間
が
生
ま
れ
育
つ

た
め
に
、
不
可
避
的
に
殺
生
を
犯
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
そ
の
原
罪

と
も
い
う
べ
き
も
の
」
を
、
幼
い
子
に
代
わ
っ
て
父
母
が
受
け

持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

こ
う
い
っ
た
冥
界
救
母
譚
に
お
け
る
「
親
の
慈
」
の
強
調
は
、

近
代
に
到
っ
て
さ
ら
に
発
展
を
見
せ
る
。

芥
川
龍
之
介
『
杜
子
春
』
で
は
、
地
獄
で
尋
問
さ
れ
て
も
一
言

も
口
を
利
か
な
い
杜
子
春
の
前
に
、
馬
に
転
生
し
た
父
母
が
引
き

立
て
ら
れ
、
目
の
前
で
拷
問
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
肉
は
裂
け
骨

は
砕
け
て
、
息
も
絶
え
絶
え
に
階
の
前
へ
、
倒
れ
伏
し
て
ゐ
た
」

母
は
杜
子
春
に
、「
心
配
を
お
し
で
な
い
。
私
た
ち
は
ど
う
な
つ

て
も
、
お
前
さ
へ
仕
合
せ
に
な
れ
る
の
な
ら
、
そ
れ
よ
り
結
構
な

こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
ね
。
大
王
が
何
と
仰
有
つ
て
も
、
言
ひ
た

く
な
い
こ
と
は
黙
つ
て
御
出
で
」（
注
32
）
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

冥
界
救
母
譚
と
『
杜
子
春
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
永
吉
雅
夫

氏
は
、「（
引
用
者
注
…
『
杜
子
春
』
が
）
子
を
思
う
ゆ
え
の
親
の

闇
を
『
も
く
れ
ん
の
さ
う
し
』
以
上
に
徹
底
し
て
増
幅
す
る
こ
と

は
、
ひ
と
つ
の
や
り
方
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
目
連
救

母
伝
説
の
所
伝
の
日
本
化
に
一
層
傾
斜
す
る
こ
と
」（
注
33
）
で
あ
っ

た
と
指
摘
し
て
い
る
。

本
朝
の
目
連
救
母
譚
に
関
し
て
、
渡
浩
一
氏
は
、
本
朝
で
展
開

し
た
目
連
救
母
譚
は
、『
も
く
れ
ん
の
さ
う
し
』
に
至
り
、「
悪
人

の
母
を
救
う
孝
行
息
子
の
物
語
は
、
強
い
絆
で
結
ば
れ
た
息
子
に

救
わ
れ
る
母
の
物
語
に
半
ば
変
貌
を
遂
げ
た
と
い
え
る
」（
注
34
）
と

す
る
。
さ
ら
に
『
杜
子
春
』
で
は
、
冥
界
救
母
の
モ
チ
ー
フ
を
援

用
し
つ
つ
も
、
行
動
の
主
体
は
明
ら
か
に
母
親
に
移
っ
て
お
り
、

こ
こ
に
親
の
堕
獄
は
、「
半
ば
」
を
越
え
、
母
親
の
慈
愛
譚
と
し

て
の
変
貌
を
完
成
し
た
と
い
え
よ
う
。

二
、
不
孝
の
子
が
堕
獄
す
る
不
孝
譚

孝
を
奨
励
す
る
に
は
、
手
本
と
な
る
孝
行
を
描
い
た
孝
行
譚
と

と
も
に
、
不
孝
が
罰
せ
ら
れ
る
様
を
描
い
た
不
孝
譚
も
ま
た
用
い

ら
れ
て
き
た
。
仏
教
説
話
に
お
い
て
、
堕
獄
は
不
孝
の
来
報
と
し

て
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
（
注
35
）
。

不
孝
を
堕
獄
と
関
連
づ
け
る
経
典
と
し
て
は
、

不
孝
の
罪
、
尋つ
い

で
即
ち
現
報
苦
痛
是
く
の
如
し
。
後
地
獄
の

苦
、
称
計
す
べ
か
ら
ず
。（『
雑
宝
蔵
経
』
巻
第
九
︱
一
一
〇

「
不
孝
の
子
苦
報
を
受
く
る
の
縁
」）（
注
36
）
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若
し
男
女
有
り
て
、
恩
に
背
き
て
順
は
ず
、
其
の
父
母
を
し

て
怨
念
の
心
を
生
ぜ
し
め
、
母
悪
言
を
発
せ
ば
子
は
即
ち
随

ひ
て
堕
し
、
或
は
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
に
在
ら
ん
。（『
大
乗

本
生
心
地
観
経
』
巻
第
二
）（
注
37
）

な
ど
が
あ
る
ほ
か
に
、「
日
本
で
は
江
戸
時
代
に
絵
入
り
の
版
本

が
つ
く
ら
れ
、
大
い
に
流
行
し
た
」（
注
38
）
と
さ
れ
る
『
大
報
父
母

恩
重
経
』
に
も
、

不
孝
の
人
は
、
身
壊
し
命
終
り
て
、
阿
鼻
無
間
地
獄
に
堕

つ
。（『
仏
説
大
報
父
母
恩
重
経
』）（
注
39
）

な
ど
と
説
か
れ
る
。

田
中
氏
が
、「
平
安
時
代
以
降
の
日
本
に
お
い
て
は
、「
不
孝
」

は
法
律
の
罪
と
し
て
よ
り
も
、
宗
教
的
罪
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
現
報
を
受
け
る
罪
と
し
て
よ
り
も
、

来
世
に
お
け
る
堕
地
獄
の
因
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
」（
注
40
）
と
す
る
よ
う
に
、
本
朝
に
お
い
て
「
不
孝
＝

堕
獄
」
と
い
う
観
念
は
広
く
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ

と
は
、
不
孝
が
堕
獄
の
因
と
な
る
と
の
主
張
が
、

現
報
遠
く
あ
ら
不
、
豈
信
け
不
ら
む
や
。
所
以
に
、
経
に
云

は
く
「
不
孝
の
衆
生
は
、
必
ず
地
獄
に
堕
ち
、
父
母
に
孝
養

す
れ
ば
、
浄
土
に
往
生
す
」
と
い
ふ
。
是
れ
、
如
来
の
説
く

所
、
大
乗
の
誠
の
言
な
り
。（『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
「
凶
し

き
、
嬭
房
の
母
に
孝
養
せ
不
し
て
、
現
に
悪
死
の
報
を
得
る

縁
」
第
二
三
）（
注
41
）

な
ど
、
仏
教
系
説
話
に
見
ら
れ
る
以
外
に
も
、
本
来
輪
廻
説
を
採

ら
な
い
筈
の
儒
者
に
も
、

孝
行
は
作
仙
成
仏
の
修
行
、
不
孝
は
地
獄
の
業
と
も
い
へ

り
。（『
鑑
草
』
巻
之
一
）（
注
42
）

不
孝
に
し
て
畜
生
の
心
行
あ
る
人
は
、
た
と
ひ
今
生
に
て
畜

生
の
形
に
変
ぜ
ず
と
も
、
当
来
畜
生
道
に
お
つ
べ
き
事
、
此

故
事
に
て
よ
く
わ
き
ま
ふ
べ
し
。（『
鑑
草
』
巻
之
一
）（
注
43
）

な
ど
と
説
く
者
（
中
江
藤
樹
）
が
い
る
こ
と
か
ら
も
見
て
と
れ
よ

う
（
注
44
）
。

実
際
、
不
孝
者
が
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
は
、
多
く
の
説
話
等
で

語
ら
れ
て
い
る
（
注
45
）
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
不
孝
者
が
来
報
と
し

て
堕
獄
す
る
と
い
う
も
の
で
、
当
然
、
不
孝
を
戒
め
る
と
い
う
目

的
・
機
能
を
有
し
て
い
る
。
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と
こ
ろ
が
本
朝
の
不
孝
者
堕
獄
譚
に
お
い
て
は
、
親
（
と
く
に

母
）
が
不
孝
な
子
を
赦
し
庇
う
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
多
く
見
ら
れ

る
。
よ
く
知
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、『
日
本
霊
異
記
』
の
、

逆さ
か
し
ま

な
る
子
歩
み
前
み
て
、
母
の
項
を
殺き

ら
将む

と
す
る
に
、

地
裂
け
て
陥
ル
。
母
即
ち
起
ち
て
前
み
、
陥
る
子
の
髪
を
抱

き
、
天
を
仰
ぎ
て
哭
き
願
は
く
は
「
吾
が
子
は
物
に
託く
る

ひ
て

事
を
為
す
。
実
の
現
し
心
に
非
ず
。
願
は
く
は
罪
を
免
し
貺

へ
」
と
い
ふ
。
猶
髪
を
取
り
て
子
を
留
む
れ
ど
も
、
子
終
に

陥
る
。
…
…
母
の
慈
は
深
し
。
深
き
が
故
に
、
悪
逆
の
子
に

哀
愍
の
心
を
垂
れ
、
其
の
為
に
善
を
修
す
。（『
日
本
霊
異

記
』
中
巻
「
悪
逆
の
子
、
妻
を
愛
し
、
母
を
殺
さ
将
と
謀

り
、
現
に
悪
死
を
被
る
縁
」
第
三
）（
注
46
）

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
、「
不
孝
者
の
足
下
の
地
面
が
裂
け
て

地
獄
に
堕
ち
る
の
を
親
が
助
け
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ

は
、
例
え
ば
、

（
引
用
者
注
…
兄
弟
が
母
に
斬
り
掛
か
る
と
）
眼
に
霧
降
つ

て
、
母
の
姿
も
見
も
分
か
ず
。
大
地
が
、
左
右
へ
さ
つ
と
裂

け
、
兄
弟
の
者
共
は
、
は
や
、
奈
落
を
さ
し
て
ぞ
沈
み
け

る
。
母
は
、
御
覧
じ
て
、
な
を
も
親
の
御
慈
悲
に
、「
助
け

ん
」
と
思
し
召
し
、
兄
弟
の
者
ど
も
が
髻
を
掴
ん
で
引
き
上

げ
む
と
し
給
へ
ば
、
空
し
き
髻
、
手
に
留
ま
り
、
兄
弟
の
者

共
は
、
遂
に
奈
落
に
沈
み
け
る
。（『
小
袖
曾
我
』）（
注
47
）

も
ろ
こ
し
に
て
も
、
親
を
こ
ろ
さ
ん
と
て
、
斧
を
ふ
り
あ
げ

た
る
に
、
足
の
し
た
、
大
地
わ
れ
て
、
お
ち
入
け
る
を
、
親

悲
し
ミ
て
、
頭
髪
を
と
ら
へ
て
、
引
あ
げ
ん
と
す
る
に
、
髪

の
毛
ぬ
け
て
、
お
ち
入
り
け
る
、
と
也

今
も
猶
、
か
く
の
こ
と
し
、
此
も
の
死
し
て
は
無
間
地
こ
く

に
お
ち
む
事
、
め
の
前
に
、
あ
き
ら
け
し
（『
因
果
物
語
』

巻
三
︱
二
「
父
を
殺
さ
ん
と
し
て
斧
の
柄
手
に
取
付
た
る

事
」）（
注
48
）

奥
山
に
し
つ
る
枝
折
は
た
が
た
め
ぞ
我
身
を
お
き
て
捨
る
子

の
た
め

右
、
む
か
し
す
る
が
の
国
に
住
け
る
も
の
、
父
の
年
老
て
死

な
ぬ
こ
と
を
う
る
さ
し
と
思
ひ
て
、
ふ
じ
の
山
に
も
て
い
き

て
捨
て
む
と
て
、
か
の
親
を
ゐ
て
行
に
、
そ
の
お
や
道
す
が

ら
枝
折
し
て
行
。
是
は
我
子
の
か
へ
ら
ん
時
に
道
を
ま
よ
は

さ
じ
が
た
め
な
り
。
さ
て
山
に
入
て
父
を
捨
ん
と
す
る
時
、

た
ち
ま
ち
地
さ
け
て
、
此
子
な
ら
く
に
落
入
ら
ん
と
し
け
れ

ば
、
父
か
な
し
び
て
、
か
の
も
の
ゝ
た
ぶ
さ
を
と
ら
へ
て
、
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此
う
た
を
読
た
り
け
れ
ば
、
子
の
い
の
ち
た
す
か
り
け
り
と

い
へ
り
。（『
続
歌
林
良
材
集
』
上
︱
二
九
「
子
の
た
め
に
枝

折
す
る
事
」）（
注
49
）

な
ど
と
後
代
に
も
見
ら
れ
、
時
代
を
通
じ
て
説
か
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注
50
）
。

親
は
子
に
殺
さ
れ
そ
う
に
な
り
つ
つ
も
、
己
を
殺
さ
ん
と
し
た

子
が
堕
獄
し
そ
う
に
な
る
と
救
済
を
祈
る
。
こ
こ
に
、
親
の
慈
愛

が
極
限
ま
で
強
調
さ
れ
た
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

親
の
慈
愛
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
子
か
ら
す
れ
ば
恩
と
な

る
。「
恩
（
借
り
）
は
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
は
基
本
的
な
倫
理

で
あ
る
か
ら
、「
恩
が
あ
る
の
に
親
に
不
孝
」
は
倫
理
に
反
す
る
。

不
孝
譚
に
お
け
る
「
親
の
慈
愛
」
の
強
調
は
、
子
の
行
為
の
非
倫

理
性
を
強
調
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
、親
の
慈
愛
の
強
調
に
よ
る
子
の
不
孝
の
非
倫
理
性
の
強

調
は
、時
代
が
下
る
と
、様
々
な
不
孝
の
罰
に
も
適
用
さ
れ
て

ゆ
く
。

中
世
の
説
話
集
で
あ
る
『
私
聚
百
因
縁
集
』
に
は
、
息
子
で
あ

る
阿
闍
世
王
に
よ
っ
て
監
禁
さ
れ
た
父
王
に
、『
観
無
量
寿
経
』

の
同
話
な
ど
に
見
え
な
い
、

我
ガ
死
セ
ル
コ
ト
ヲ
ハ
更
ニ
患
ハ
ズ
。
唯
子
ノ
罪
ヲ
得
コ
ト

ヲ
念
フ
…
…
我
ヲ
殺
ス
子
ヲ
タ
ニ
モ
慈
悲
ヲ
預
ケ
タ
マ
フ

（『
私
聚
百
因
縁
集
』
巻
第
二
第
三
「
闍
王
の
事
」）（
注
51
）

な
る
台
詞
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
、
巻
第
三
「
智
光
長
者

ノ
事
」
に
は
、「
親
ノ
為
ニ
極
マ
リ
無
、
不
孝
第
一
ノ
者
」
と
さ

れ
る
子
の
た
め
に
、
仏
に
対
し
て
、

然
モ
我
レ
彼
ヲ
哀
ム
之
念
ヒ
甚
深
也
。
…
…
乞
ヒ
願
ク
ハ
世

尊
、
我
子
ノ
不
孝
ノ
罪
障
ヲ
滅
シ
テ
、
現
世
当
生
安
穏
成
ル

事
ヲ
得
令
メ
給
ヘ
。（『
私
聚
百
因
縁
集
』
巻
第
三
︱
廿
六

「
智
光
長
者
ノ
事
」）（
注
52
）

と
訴
え
る
父
親
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
子
が
不
孝

に
よ
っ
て
、
田
中
氏
の
言
う
「
宗
教
的
罪
」
を
得
る
こ
と
を
憐
れ

ん
だ
も
の
と
い
え
る
。

ま
た
、
近
世
成
立
の
『
因
果
物
語
』
に
見
え
る
、

母
お
や
か
な
し
か
り
て
、
さ
ま
〴
〵
公
儀
へ
わ
ひ
事
い
た

し
、
只
独
り
子
の
事
也
。
親
は
年
よ
り
た
る
も
の
な
れ
ば
力

及
ば
ず
。
子
は
ゆ
る
し
て
給
は
れ
と
歎
き
け
れ
ど
も
、
大
罪

人
な
れ
ば
野
江
に
引
出
し
、
竹
の
こ
ぎ
り
に
て
首
を
ひ
か
せ

ら
る
。
其
間
に
夕
立
し
て
、
雷
お
ち
か
ゝ
り
、
九
郎
兵
衛
は
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微
塵
に
く
だ
け
侍
べ
り
と
也
（『
因
果
物
語
』
巻
五
︱
七

「
お
や
を
打
こ
ろ
し
て
罰
あ
た
り
し
事
」）（
注
53
）

や
、
近
代
に
到
っ
て
蒐
集
し
た
説
話
を
纏
め
た
『
遠
野
物
語
』
に

見
え
る
、

倅
は
よ
〳
〵
磨
ぎ
た
る
大
鎌
を
手
に
し
て
近
よ
り
来
り
、
先

づ
左
の
肩
口
を
目
掛
け
て
薙
ぐ
よ
う
に
す
れ
ば
、
鎌
の
刃
先

炉
の
上
の
火
棚
に
引
掛
か
り
て
よ
く
斬
れ
ず
。
…
…
二
度
目

に
は
右
の
肩
よ
り
切
り
下
げ
た
る
が
、
此
に
て
も
猶
死
絶
え

ず
し
て
あ
る
所
へ
、
里
人
等
驚
き
て
馳
付
け
倅
を
取
抑
へ
直

に
警
察
官
を
呼
び
て
渡
し
た
り
。
…
…
母
親
は
男
が
捕
へ
ら

れ
引
き
立
て
ら
れ
て
行
く
を
見
て
、
滝
の
や
う
に
血
の
流

る
ゝ
中
よ
り
、
お
の
れ
は
恨
も
抱
か
ず
に
死
ぬ
る
な
れ
ば
、

孫
四
郎
は
宥
し
た
ま
は
れ
と
言
ふ
。（『
遠
野
物
語
』
第
一
一

節
）（
注
54
）

と
い
っ
た
も
の
は
、
不
孝
に
対
す
る
公
儀
に
よ
る
処
罰
の
宥
免
を

願
う
例
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
、「
法
律
の
罪
」
と
い
え
よ
う
。
近

世
・
近
代
に
は
、
不
孝
の
罰
と
し
て
、
堕
獄
と
と
も
に
官
憲
に
よ

る
処
罰
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
お
り
、
不
孝
が
「
宗
教
的
罪
」

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
一
方
で
、「
法
律
の
罪
」
で
あ
る
と
の
認
識

が
強
ま
っ
て
い
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

こ
れ
ら
の
説
話
で
は
、
子
が
己
を
殺
す
と
い
う
大
不
孝
を
犯
そ

う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
は
そ
れ
を
赦
し
、
子
が
応
報

（
宗
教
的
堕
獄
・
法
律
的
刑
罰
）
を
免
れ
る
よ
う
願
う
。

こ
う
い
っ
た
「
不
孝
の
子
を
庇
う
親
」
モ
チ
ー
フ
に
関
し
て
、

例
え
ば
先
に
挙
げ
た
吉
志
火
麻
呂
説
話
（『
日
本
霊
異
記
』
中
巻

第
三
）
に
対
し
、
大
塚
千
紗
子
氏
は
、「『
霊
異
記
』
は
、
母
子
の

理
想
的
な
関
係
を
母
乳
に
よ
っ
て
表
す
点
、
孝
養
を
推
奨
す
る
点

に
お
い
て
、
中
国
撰
述
経
典
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
る
」（
注
55
）
、
中
村
史
氏
は
、「
盂
蘭
盆
会
で
は
、
…
…

ま
た
『
父
母
恩
重
経
』
等
を
説
い
て
、（
父
）
母
の
慈
愛
、
子
の

忘
恩
・
不
孝
と
い
う
主
題
を
持
つ
説
話
が
示
さ
れ
、
父
母
孝
養
を

勧
め
不
孝
を
諫
め
る
説
話
（
引
用
者
注
…
吉
志
火
麻
呂
説
話
な
ど

を
指
す
）
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
」（
注
56
）
と
し
て
、『
父
母
恩

重
経
』『
盂
蘭
盆
経
』
と
い
っ
た
漢
土
撰
述
と
さ
れ
る
孝
経
典
と

の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。

吉
志
火
麻
呂
説
話
等
の
本
朝
の
「
不
孝
の
子
を
庇
う
親
」
モ

チ
ー
フ
に
も
、
こ
れ
ら
孝
経
典
に
も
、
親
の
恩
を
際
立
た
せ
る
た

め
に
、
こ
と
さ
ら
子
の
不
孝
を
強
調
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ

の
点
に
お
い
て
、
両
者
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

ろ
う
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
両
者
に
お
け
る
視
点
の
異
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同
で
あ
る
。
確
か
に
孝
経
典
も
母
の
慈
愛
を
こ
れ
で
も
か
と
強
調

す
る
。母

中な
か

ば
飢
え
た
る
時
も
、
苦
き
を
吞
み
甘
き
を
吐
き
、
乾
け

る
を
推
し
湿
り
た
る
に
就
く
。
義
に
非
ざ
れ
ば
親
し
ま
ず
、

母
に
非
ざ
れ
ば
養
わ
ず
。
慈
母
の
児
を
養
う
に
、
蘭
車
を
去

り
離
る
ま
で
、
十
指
の
甲
の
中
に
子
の
不
浄
を
食
す
る
こ

と
、
応
に
各
お
の
八
斛
四
斗
有
る
べ
し
。
母
の
恩
を
計
り
論

く
に
、
昊
天
極
ま
り
罔
し
。
嗚
呼
、
慈
母
、
云
何
が
報
う
べ

け
ん
。（『
仏
説
父
母
恩
重
経
』）（
注
57
）

親
（
特
に
母
）
は
子
に
対
し
、
我
が
身
を
犧
牲
に
し
て
、
懐
胎
・

出
生
・
乳
哺
・
養
育
と
い
っ
た
慈
愛
を
与
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
成
長
し
た
子
は
、
己
の
妻
子
の
み
を
愛
し
て
、

両
親
を
省
み
な
い
。

そ
う
し
て
、
育
て
た
子
に
「
早
く
死
ね
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
両

親
は
、父

母
之
を
聞
き
て
、
悲
哭
懊
悩
し
、
流
涙
双
び
下
り
、
啼
哭

し
て
目
腫
る
。
汝
初
小
の
時
、
吾
に
非
ざ
れ
ば
長
ぜ
ず
。
但

し
吾
汝
を
生
む
も
、
本
よ
り
無
き
に
如
か
ず
、
と
。（『
仏
説

父
母
恩
重
経
』）（
注
58
）

と
、
不
孝
の
子
に
対
し
て
恨
み
の
言
葉

0

0

0

0

0

を
発
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
朝
の
「
不
孝
の
子
を
庇
う
親
」
モ
チ
ー
フ

で
は
、「
吾
が
子
は
物
に
託く
る

ひ
て
事
を
為
す
。
実
の
現
し
心
に
非

ず
。
願
は
く
は
罪
を
免
し
貺
へ
」「
我
子
ノ
不
孝
ノ
罪
障
ヲ
滅
シ

テ
、
現
世
当
生
安
穏
成
ル
事
ヲ
得
令
メ
給
ヘ
」「
子
は
ゆ
る
し
て

給
は
れ
」「
孫
四
郎
は
宥
し
た
ま
は
れ
」
な
ど
と
、
子
が
己
を
殺

そ
う
と
し
た
際
で
さ
え
も
、
子
が
赦
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
言
葉

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を

発
す
る
の
で
あ
る
。

孝
を
勧
め
不
孝
を
懲
ら
す
と
い
う
目
的
の
た
め
、
子
の
不
孝
性

を
強
調
す
る
こ
と
は
両
者
に
共
通
す
る
が
、
漢
土
撰
述
の
孝
経
典

が
「
不
孝
な
子
を
歎
き
恨
む
親
」
を
描
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、

本
朝
の
「
不
孝
な
子
を
庇
う
親
」
モ
チ
ー
フ
は
、「
不
孝
な
子
に

も
慈
愛
を
注
ぐ
親
」
を
描
き
出
し
て
い
る
。
親
の
慈
愛
の
現
れ
方

と
い
う
点
に
お
い
て
、
両
者
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
い
え

よ
う
。

孝
経
典
の
「
親
の
慈
愛
」
の
強
調
と
い
う
点
に
影
響
を
受
け
て

い
る
に
せ
よ
、
こ
こ
に
、「
不
孝
譚
に
お
け
る
親
の
慈
愛
」
と
い

う
テ
ー
マ
の
、
本
朝
に
お
け
る
発
展
と
飛
躍
と
を
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
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お
わ
り
に

こ
う
い
っ
た
堕
獄
モ
チ
ー
フ
の
現
れ
た
孝
不
孝
譚
に
お
い
て
、

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
親
の
慈
愛
」
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

原
因
の
一
つ
は
、
も
と
も
と
仏
教
が
そ
の
教
説
に
お
い
て
恩
を

強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
親
の
慈
愛
は
即
ち
恩
に

当
た
る
か
ら
、
仏
教
の
恩
の
強
調
は
直
接
親
の
慈
愛
の
強
調
に
繋

が
る
。

仏
教
が
父
母
の
恩
を
重
ん
じ
る
こ
と
は
、

如
し
説
法
を
聞
か
ん
に
、
四
種
の
恩
あ
り
て
、
甚
だ
報
じ
難

し
と
な
す
。
何
等
を
四
と
為
す
や
。
一
に
は
父
、
二
に
は

母
、
三
に
は
如
来
、
四
に
は
説
法
の
法
師
な
り
。（『
正
法
念

処
経
』
巻
第
六
一
）（
注
59
）

世
・
出
世
の
恩
に
其
四
種
あ
り
。
一
に
は
父
母
の
恩
、
二
に

は
衆
生
の
恩
、
三
に
は
国
王
の
恩
、
四
に
は
三
宝
の
恩
な

り
。
是
の
如
き
四
恩
は
、
一
切
衆
生
平
等
に
荷
負
す
。
善
男

子
よ
、父
母
の
恩
と
は
、父
に
慈
恩
有
り
、母
に
悲
恩
有
り
。

母
の
悲
恩
と
は
、
若
し
我
世
に
一
劫
中
住
し
て
説
か
ん
も
尽

す
こ
と
能
は
じ
。（『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
巻
第
二
）（
注
60
）

な
ど
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
四
恩
」
の
一
つ
と
す
る
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
。
道
端
良
秀
氏
は
儒
教
の
孝
と
仏
教
の
孝
と
を
比

較
し
て
、「
儒
教
で
は
、
…
…
恩
の
思
想
が
な
い
と
い
う
こ
と
は

い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
重
点
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て

仏
教
の
孝
は
親
の
恩
か
ら
な
の
で
あ
る
」（
注
61
）
と
し
て
い
る
。

も
う
一
つ
と
し
て
、
堕
獄
モ
チ
ー
フ
に
限
ら
な
い
、
孝
行
譚
の

変
遷
に
お
け
る
自
然
な
展
開
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。

親
か
ら
の
恩
が
大
き
い
程
、
不
孝
の
非
倫
理
性
は
高
ま
る
か

ら
、
子
の
不
孝
を
強
調
す
る
た
め
に
「
親
の
慈
愛
」
が
強
調
さ
れ

る
の
は
、
一
つ
の
必
然
で
あ
ろ
う
。

宇
野
瑞
木
氏
は
、
和
漢
に
お
け
る
数
多
く
の
郭
巨
埋
子
譚
を
調

査
・
分
析
し
、
そ
の
中
に
「
脇
役
で
あ
る
は
ず
の
妻
に
母
と
し
て

の
子
を
殺
す
こ
と
へ
の
躊
躇
や
悲
し
み
の
描
写
が
付
加
さ
れ
」
て

い
る
一
群（
Ｄ
系
統
）が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
中
国
の
唐
代
仏

教
に
お
け
る
語
り
の
場
で
生
じ
た
「
母
性
」
の
強
調
と
い
う
現
象

が
、
日
本
中
世
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
形
で
展
開
し
て
い
た
可
能

性
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
本
来
、
子
か
ら
親
へ
と

い
う
ベ
ク
ト
ル
を
持
つ
は
ず
の
孝
子
説
話
が
、
親
か
ら
子
へ
の
情

愛
を
示
す
故
事
の
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
」（
注
62
）
と
述
べ

同
で
あ
る
。
確
か
に
孝
経
典
も
母
の
慈
愛
を
こ
れ
で
も
か
と
強
調

す
る
。母

中な
か

ば
飢
え
た
る
時
も
、
苦
き
を
吞
み
甘
き
を
吐
き
、
乾
け

る
を
推
し
湿
り
た
る
に
就
く
。
義
に
非
ざ
れ
ば
親
し
ま
ず
、

母
に
非
ざ
れ
ば
養
わ
ず
。
慈
母
の
児
を
養
う
に
、
蘭
車
を
去

り
離
る
ま
で
、
十
指
の
甲
の
中
に
子
の
不
浄
を
食
す
る
こ

と
、
応
に
各
お
の
八
斛
四
斗
有
る
べ
し
。
母
の
恩
を
計
り
論

く
に
、
昊
天
極
ま
り
罔
し
。
嗚
呼
、
慈
母
、
云
何
が
報
う
べ

け
ん
。（『
仏
説
父
母
恩
重
経
』）

親
（
特
に
母
）
は
子
に
対
し
、
我
が
身
を
犧
牲
に
し
て
、
懐
胎
・

出
生
・
乳
哺
・
養
育
と
い
っ
た
慈
愛
を
与
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
成
長
し
た
子
は
、
己
の
妻
子
の
み
を
愛
し
て
、

両
親
を
省
み
な
い
。

そ
う
し
て
、
育
て
た
子
に
「
早
く
死
ね
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
両

親
は
、父

母
之
を
聞
き
て
、
悲
哭
懊
悩
し
、
流
涙
双
び
下
り
、
啼
哭

し
て
目
腫
る
。
汝
初
小
の
時
、
吾
に
非
ざ
れ
ば
長
ぜ
ず
。
但

し
吾
汝
を
生
む
も
、
本
よ
り
無
き
に
如
か
ず
、
と
。（『
仏
説

父
母
恩
重
経
』）
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と
死
後
の
堕
地
獄
の
主
題
が
当
時
直
接
的
に
結
び
付
い
た
形
で
認
識
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」（「
郭
巨
説
話
の
母
子
像

︱
二
十
四
孝
と
十
種
恩
徳
」『
中
国

︱
社
会
と
文
化
』
二
二
、
二
〇

〇
七
年
。
後
に
『
孝
の
風
景

︱
説
話
表
象
文
化
論
序
説
』
第
四
章
、

勉
誠
出
版
、二
〇
一
六
年
、三
〇
〇
頁
）
と
し
て
い
る
。
な
お
本
稿
で
は
、

六
道
の
来
報
と
い
う
点
に
着
目
す
る
た
め
、
畜
生
道
・
餓
鬼
道
・
地
獄

道
の
三
悪
道
を
ま
と
め
て
「
地
獄
」
と
表
現
し
て
い
る
。

（
３
）	

浅
見
和
彦
校
注
『
十
訓
抄
』、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
五
一
、
小
学

館
、
一
九
九
七
年
、
二
五
六
頁
。
な
お
本
稿
で
は
、
本
朝
で
展
開
し
た

説
話
類
は
、
そ
の
起
源
を
問
わ
ず
「
本
朝
の
孝
思
想
」
を
表
す
も
の
と

し
て
扱
う
。

（
４
）	

山
田
孝
雄
他
校
注
『
今
昔
物
語
集
』
二
、
日
本
古
典
文
学
大
系
二
三
、

岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
、
一
〇
六
頁

（
５
）	『
今
昔
物
語
集
』
二
、
八
四
頁

（
６
）	『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
四
八
冊
、
仏
書
刊
行
会
、
一
九
一
二
年
、

一
〇
八
頁

（
７
）	

小
泉
弘
他
校
注
『
宝
物
集 

閑
居
友 

比
良
山
古
人
霊
託
』、
新
日
本
古

典
文
学
大
系
四
〇
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
三
二
五
︱
三
二
六
頁

（
８
）	

池
上
洵
一
校
注
『
三
国
伝
記
』
上
、
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
六
年
、

二
七
七
頁

（
９
）	

排
仏
論
争
に
関
し
て
は
、道
端
良
秀『
仏
教
と
儒
教
倫
理
』第
十
章「
出

家
は
君
親
を
礼
敬
せ
ず
」（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
八
年
）
等
を
参
照
。

（
10
）	「
我
知
悲
母
堕
在
地
獄
、
為
救
彼
苦
、
七
日
断
食
一
心
祈
請
、
…
…
依

仏
教
勅
始
発
善
心
、
初
発
無
上
大
菩
提
心
同
諸
仏
行
願
、
即
救
母
苦
令

得
解
脱
」（『
大
日
本
続
蔵
経
』
第
一
輯
第
二
編
乙
第
二
三
套
第
四
冊
、
蔵

経
書
院
、
一
九
一
二
年
、
三
八
三
葉
表
）。
書
き
下
し
は
『
国
訳
一
切
経
』

大
集
部
五
（
平
文
社
、一
九
三
六
年
、三
〇
六
︱
三
〇
七
頁
）
に
依
っ
た
。

（
11
）	

佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観
』
第
五
巻
、
明
治
書
院
、
一
九
三
一
年
、

二
八
六
九
頁

（
12
）	『
謡
曲
大
観
』
第
五
巻
、
二
八
八
一
頁

（
13
）	「
是
仏
弟
子
修
孝
順
者
、
応
念
念
中
常
憶
父
母
供
養
乃
至
七
世
父
母
、

年
年
七
月
十
五
日
、
常
以
孝
順
慈
憶
所
生
父
母
乃
至
七
世
父
母
、
為
作

盂
蘭
盆
、
施
仏
及
僧
、
以
報
父
母
長
養
慈
愛
之
恩
」（『
大
正
大
蔵
経
』

第
一
六
巻
、
No.
６
８
５
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
、
一
九
二
五
年
、

七
七
九
頁
）

（
14
）	「
能
為
父
母
作
福
造
経
。
或
以
七
月
十
五
日
能
造
仏
槃
名
盂
蘭
盆
。
献

仏
及
僧
得
果
無
量
」（『
大
正
大
蔵
経
』
第
八
五
巻
、
No.
２
８
８
７
、
大

正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
、
一
九
三
二
年
、
一
四
〇
三
頁
）。
平
安
末
期
に

書
写
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
七
寺
本
『
父
母
恩
重
経
』
に
も
当
該
箇
所

が
確
認
で
き
る
（
落
合
俊
典
編
修
『
中
国
日
本
撰
述
経
典
（
其
之
五
）・

撰
述
書
』、『
七
寺
古
逸
経
典
研
究
叢
書
』
第
五
巻
、
大
東
出
版
社
、
二

〇
〇
〇
年
、
六
︱
七
頁
）。

（
15
）	

目
連
救
母
譚
に
関
し
て
は
、
岩
本
裕
『
地
獄
め
ぐ
り
の
文
学
』（
仏
教

説
話
研
究
第
四
巻
、
開
明
書
院
、
一
九
七
九
年
）
等
を
参
照
。

て
い
る
。
堕
獄
譚
に
お
け
る「
不
孝
の
子
を
庇
う
親
」モ
チ
ー
フ
の

変
化
も
、
こ
の
傾
向
に
沿
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
、
本
朝
の
孝
行
譚
に
お
い
て
、
親
の
堕
獄
理
由
が
「
慳

貪
」
よ
り
「
痴
愛
」
に
変
化
し
た
り
、
不
孝
譚
に
お
い
て
、「
不

孝
の
子
を
庇
う
親
」
を
描
く
な
ど
、
親
の
「
恩
＝
慈
」
が
強
調
さ

れ
る
傾
向
が
比
較
的
強
く
見
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

理
由
の
一
つ
に
、
主
と
し
て
孝
思
想
を
説
い
た
主
体
が
、
漢
土

は
儒
教
で
あ
り
、
本
朝
で
は
仏
教
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
仏
教
は
恩
の
教
説
を
強
調
す

る
。
た
め
に
、
儒
教
が
孝
思
想
を
主
導
し
た
漢
土
と
異
な
り
、
本

朝
に
お
い
て
は
孝
思
想
に
お
い
て
も
恩
が
重
視
さ
れ
た
（
注
63
）
。
こ

こ
か
ら
、
本
朝
に
お
い
て
は
各
種
説
話
や
文
学
作
品
に
お
い
て

も
、「
親
の
慈
愛
」
が
強
調
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
と
し
て
は
、
本
朝
の
社
会
的
特
質
が
挙
げ
ら
れ
よ

う
。
筆
者
は
以
前
、
和
漢
の
孝
思
想
の
異
同
に
関
し
て
、
本
朝
で

は
漢
土
に
比
し
て
親
の
慈
愛
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
こ
と
に

つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
一
因
と
し
て
、
両
国
の
社
会
制
度
の
異
同

を
指
摘
し
た
。
漢
土
の
家
は
、「
同
居
共
財
」
を
理
念
と
し
、
核

家
族
が
集
合
し
て
大
家
族
を
形
成
す
る
。
よ
っ
て
、
房
（
核
家

族
）
の
倫
理
で
あ
る
慈
（
妻
子
へ
の
愛
）
を
強
調
す
る
こ
と
は
家

（
大
家
族
）
の
分
解
に
繋
が
り
、
慈
が
家
（
大
家
族
）
の
倫
理
で

あ
る
孝
（
大
家
族
維
持
の
た
め
の
孝
）
と
背
反
す
る
こ
と
に
な

る
。
た
め
に
慈
は
不
孝
性
を
帯
び
、
強
い
当
為
性
を
有
し
得
な

か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
朝
で
は
、
漢
土
の
よ
う
な
「
同
居
共

財
」
を
理
念
と
せ
ず
、
財
産
相
続
が
分
割
相
続
か
ら
嫡
子
単
独
相

続
へ
と
移
っ
た
。
た
め
に
「
家
対
房
」
即
ち
「
孝
対
慈
」
と
い
う

背
反
が
発
生
し
に
く
く
、
慈
が
強
い
当
為
性
を
有
し
得
た
。
こ
こ

か
ら
、
本
朝
に
お
い
て
は
漢
土
よ
り
「
慈
」
を
説
き
易
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
（
注
64
）
。

畢
竟
す
る
に
、
堕
獄
モ
チ
ー
フ
の
現
れ
た
孝
不
孝
譚
に
お
い

て
、「
親
の
慈
愛
」
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、（
一
）
仏
教
が
恩
を
重

視
す
る
こ
と
、（
二
）
不
孝
性
強
調
に
お
け
る
一
つ
の
必
然
、
と

い
っ
た
と
こ
ろ
に
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
本
朝
に
お
い
て
特
に
そ
の
傾
向
が
強
い
の
は
、（
一
）

本
朝
の
孝
思
想
に
仏
教
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
、（
二
）
親

の
慈
愛
を
説
き
易
い
本
朝
の
社
会
的
特
質
、
の
た
め
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

注

（
１
）	

本
朝
の
孝
思
想
に
お
け
る
仏
教
の
影
響
に
関
し
て
は
、田
中
徳
定
『
孝

思
想
の
受
容
と
古
代
中
世
文
学
』（
新
典
社
、二
〇
〇
七
年
）
に
詳
し
い
。

（
２
）	
宇
野
瑞
木
氏
は
、
孝
養
譚
集
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
『
今
昔
物
語
集
』

巻
九
に
冥
途
蘇
生
譚
や
現
報
譚
が
多
い
こ
と
に
関
し
て
、「
こ
れ
は
孝
養

（ 100 ）



と
死
後
の
堕
地
獄
の
主
題
が
当
時
直
接
的
に
結
び
付
い
た
形
で
認
識
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」（「
郭
巨
説
話
の
母
子
像

︱
二
十
四
孝
と
十
種
恩
徳
」『
中
国

︱
社
会
と
文
化
』
二
二
、
二
〇

〇
七
年
。
後
に
『
孝
の
風
景

︱
説
話
表
象
文
化
論
序
説
』
第
四
章
、

勉
誠
出
版
、二
〇
一
六
年
、三
〇
〇
頁
）
と
し
て
い
る
。
な
お
本
稿
で
は
、

六
道
の
来
報
と
い
う
点
に
着
目
す
る
た
め
、
畜
生
道
・
餓
鬼
道
・
地
獄

道
の
三
悪
道
を
ま
と
め
て
「
地
獄
」
と
表
現
し
て
い
る
。

（
３
）	

浅
見
和
彦
校
注
『
十
訓
抄
』、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
五
一
、
小
学

館
、
一
九
九
七
年
、
二
五
六
頁
。
な
お
本
稿
で
は
、
本
朝
で
展
開
し
た

説
話
類
は
、
そ
の
起
源
を
問
わ
ず
「
本
朝
の
孝
思
想
」
を
表
す
も
の
と

し
て
扱
う
。

（
４
）	

山
田
孝
雄
他
校
注
『
今
昔
物
語
集
』
二
、
日
本
古
典
文
学
大
系
二
三
、

岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
、
一
〇
六
頁

（
５
）	『
今
昔
物
語
集
』
二
、
八
四
頁

（
６
）	『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
四
八
冊
、
仏
書
刊
行
会
、
一
九
一
二
年
、

一
〇
八
頁

（
７
）	

小
泉
弘
他
校
注
『
宝
物
集 

閑
居
友 

比
良
山
古
人
霊
託
』、
新
日
本
古

典
文
学
大
系
四
〇
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
三
二
五
︱
三
二
六
頁

（
８
）	

池
上
洵
一
校
注
『
三
国
伝
記
』
上
、
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
六
年
、

二
七
七
頁

（
９
）	

排
仏
論
争
に
関
し
て
は
、道
端
良
秀『
仏
教
と
儒
教
倫
理
』第
十
章「
出

家
は
君
親
を
礼
敬
せ
ず
」（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
八
年
）
等
を
参
照
。

（
10
）	「
我
知
悲
母
堕
在
地
獄
、
為
救
彼
苦
、
七
日
断
食
一
心
祈
請
、
…
…
依

仏
教
勅
始
発
善
心
、
初
発
無
上
大
菩
提
心
同
諸
仏
行
願
、
即
救
母
苦
令

得
解
脱
」（『
大
日
本
続
蔵
経
』
第
一
輯
第
二
編
乙
第
二
三
套
第
四
冊
、
蔵

経
書
院
、
一
九
一
二
年
、
三
八
三
葉
表
）。
書
き
下
し
は
『
国
訳
一
切
経
』

大
集
部
五
（
平
文
社
、一
九
三
六
年
、三
〇
六
︱
三
〇
七
頁
）
に
依
っ
た
。

（
11
）	

佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観
』
第
五
巻
、
明
治
書
院
、
一
九
三
一
年
、

二
八
六
九
頁

（
12
）	『
謡
曲
大
観
』
第
五
巻
、
二
八
八
一
頁

（
13
）	「
是
仏
弟
子
修
孝
順
者
、
応
念
念
中
常
憶
父
母
供
養
乃
至
七
世
父
母
、

年
年
七
月
十
五
日
、
常
以
孝
順
慈
憶
所
生
父
母
乃
至
七
世
父
母
、
為
作

盂
蘭
盆
、
施
仏
及
僧
、
以
報
父
母
長
養
慈
愛
之
恩
」（『
大
正
大
蔵
経
』

第
一
六
巻
、
No.
６
８
５
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
、
一
九
二
五
年
、

七
七
九
頁
）

（
14
）	「
能
為
父
母
作
福
造
経
。
或
以
七
月
十
五
日
能
造
仏
槃
名
盂
蘭
盆
。
献

仏
及
僧
得
果
無
量
」（『
大
正
大
蔵
経
』
第
八
五
巻
、
No.
２
８
８
７
、
大

正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
、
一
九
三
二
年
、
一
四
〇
三
頁
）。
平
安
末
期
に

書
写
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
七
寺
本
『
父
母
恩
重
経
』
に
も
当
該
箇
所

が
確
認
で
き
る
（
落
合
俊
典
編
修
『
中
国
日
本
撰
述
経
典
（
其
之
五
）・

撰
述
書
』、『
七
寺
古
逸
経
典
研
究
叢
書
』
第
五
巻
、
大
東
出
版
社
、
二

〇
〇
〇
年
、
六
︱
七
頁
）。

（
15
）	

目
連
救
母
譚
に
関
し
て
は
、
岩
本
裕
『
地
獄
め
ぐ
り
の
文
学
』（
仏
教

説
話
研
究
第
四
巻
、
開
明
書
院
、
一
九
七
九
年
）
等
を
参
照
。
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（
16
）
注（
15
）や
久
村
希
望
「
地
獄
表
現
の
変
遷　

︱
目
連
救
母
説
話
を
中

心
と
し
て
︱
」（『
日
本
文
芸
学
』
第
五
一
号
、二
〇
一
五
年
）
等
を
参
照
。

（
17
）『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
四
八
冊
、
三
七
頁

（
18
）『
三
国
伝
記
』
下
、
一
二
五
頁

（
19
）
横
山
重
編
『
説
経
正
本
集
』
第
二
冊
、
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
、

一
七
一
頁

（
20
）『
地
獄
め
ぐ
り
の
文
学
』、
一
二
五
頁

（
21
）
脇
田
晴
子
「
母
性
尊
重
思
想
と
罪
業
感
」（『
日
本
中
世
女
性
史
の
研

究　

︱
性
別
役
割
分
担
と
母
性
・
家
政
・
性
愛
︱
』、東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
二
年
、
一
三
九
頁
）

（
22
）『
目
連
記
』
に
は
、
女
性
の
堕
獄
理
由
の
根
本
的
な
理
由
と
し
て
「
そ

れ
に
よ
に
ん
は
、
月
に
一
度
の
さ
は
り
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
を
き
よ
む
る
と
て
、

水
に
な
が
し
て
す
い
神
を
け
が
し
、
山
に
す
て
ゝ
は
、
け
ん
ろ
う
地
じ

ん
を
け
が
し
、
そ
れ
さ
へ
お
も
き
つ
み
な
る
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
あ
ま
つ
さ
へ
な
ん
ぢ
、

心
じ
や
け
ん
か
う
ま
ん
に
し
て
、ぶ
つ
と
も
ほ
う
と
も
い
の
ら
す
」（『
説

経
正
本
集
』
第
二
冊
、
一
七
一
頁
）
と
い
っ
た
『
血
盆
経
』
等
を
踏
ま

え
て
女
人
罪
障
を
説
い
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
が
見
え
る
。
こ
の
こ
と

も
「
女
性
は
地
獄
に
堕
ち
る
も
の
と
い
う
」
前
提
に
当
た
る
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
23
）
渡
邊
綱
也
校
注
『
沙
石
集
』、
日
本
古
典
文
学
大
系
八
五
、
岩
波
書
店
、

一
九
六
六
年
、
一
一
一
頁

（
24
）「
乃
問
母
曰
、
生
平
作
何
罪
、
受
此
劇
苦
。
母
曰
、
皆
為
生
育
子
息
多

癡
愛
耳
」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
〇
二
冊
、
仏
書
刊
行
会
、
一
九

一
三
年
、
一
五
四
頁
）

（
25
）『
今
昔
物
語
集
』
四
、
六
二
頁

（
26
）『
沙
石
集
』、
三
八
六
頁

（
27
）『
今
昔
物
語
集
』
四
、
一
七
四
頁

（
28
）「
世
人
為
子
造
諸
罪
、
堕
在
三
塗
長
受
苦
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第

三
巻
、
No.
１
５
９
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
、
一
九
二
四
年
、
三
〇

二
頁
）。
書
き
下
し
は
『
国
訳
一
切
経
』
経
集
部
六
（
平
文
社
、
一
九
三

二
年
、
一
九
八
頁
）
に
依
っ
た
。

（
29
）
馬
淵
和
夫
他
校
注
『
三
宝
絵 

注
好
選
』、新
日
本
古
典
文
学
大
系
三
一
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
二
〇
三
頁

（
30
）
石
田
瑞
麿
訳
注
『
往
生
要
集
』
上
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
一

一
一
頁

（
31
）
拙
稿
「
孝
行
譚
に
お
け
る
血
縁
性
の
意
味
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』

第
六
一
集
、
二
〇
〇
九
年
、
後
に
『「
孝
」
の
研
究　

︱
孝
経
注
釈
と
孝

行
譚
と
の
分
析
︱
』、
研
文
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

（
32
）
芥
川
龍
之
介
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九

六
年
、
二
六
九
頁

（
33
）永
吉
雅
夫「
母
の
声　

︱『
杜
子
春
』と『
ハ
ッ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
』︱
」

（『
追
手
門
学
院
大
学
東
洋
文
化
学
科
年
報
』
第
一
〇
号
、
一
九
九
五
年
）

（
34
）
渡
浩
一
「
熊
野
観
心
十
界
図
と
〈
母
の
救
済
〉　

︱
目
連
救
母
伝
説
、

盂
蘭
盆
会
、
そ
し
て
「
熊
野
の
本
地
」
︱
」（『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
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究
所
紀
要
』
第
五
九
号
、
二
〇
〇
六
年
）

（
35
）
田
中
徳
定
氏
は
、「
仏
教
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
『
雑
宝
蔵
経
』
の

影
響
を
う
け
て
、
不
孝
の
衆
生
は
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う
教
え
が
説
か

れ
て
い
た
。
ま
た
、不
孝
の
衆
生
は
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う
教
え
は
『
涅

槃
経
』
に
も
説
か
れ
て
い
る
」（
田
中
徳
定
「
冥
界
に
お
け
る
白
河
院
を

め
ぐ
る
問
題　

︱
『
宝
物
集
』
の
記
事
を
発
端
と
し
て
︱
」、『
仏
教
文
学
』

第
一
九
号
、
一
九
九
五
年
、
後
に
『
孝
思
想
の
受
容
と
古
代
中
世
文
学
』

第
二
部
第
四
章
、
二
三
五
頁
）
と
し
て
い
る
。
不
孝
と
堕
獄
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
同
書
に
詳
し
い
。

（
36
）「
不
孝
之
罪
、
尋
即
現
報
苦
痛
如
是
。
後
地
獄
苦
、
不
可
称
計
」（『
大

正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
巻
、No.
２
０
３
、四
九
二
頁
）。
書
き
下
し
は
『
国

訳
一
切
経
』
本
縁
部
一
、
二
（
二
八
三
頁
）
に
依
っ
た
。『
雑
宝
蔵
経
』

に
は
ま
た
堕
獄
す
る
不
孝
に
関
し
て
、「
二
邪
行
あ
り
、
拍
毱
の
如
似
く

速
に
地
獄
に
堕
つ
。
云
何
が
二
と
為
す
や
。
一
は
父
母
を
供
養
せ
ざ
る

な
り
。
二
は
父
母
の
所
に
於
て
諸
の
不
善
を
作
す
な
り
」（
巻
第
一
︱
三

「
鸚
鵡
子
盲
父
母
を
供
養
す
る
の
縁
」）
な
ど
と
あ
る
。

（
37
）「
若
有
男
女
、
背
恩
不
順
、
令
其
父
母
生
怨
念
心
、
母
発
悪
言
子
即
随

堕
、或
在
地
獄
餓
鬼
畜
生
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
巻
、No.
１
５
９
、

二
九
七
頁
）。
書
き
下
し
は
『
国
訳
一
切
経
』
経
集
部
六
（
一
八
二
頁
）

に
依
っ
た
。

（
38
）『
中
国
日
本
撰
述
経
典
（
其
之
五
）・
撰
述
書
』、
一
九
頁

（
39
）「
不
孝
之
人
、
身
壊
命
終
、
堕
阿
鼻
無
間
地
獄
」（
新
井
慧
誉
「
鳩
摩

羅
什
訳
『
父
母
恩
重
難
報
経
』
の
性
格
」、『
二
松
学
舎
大
学
東
洋
学
研

究
所
集
刊
』
第
二
〇
集
、
一
九
九
〇
年
）。
な
お
、『
大
報
父
母
恩
重
経
』

の
異
本
と
さ
れ
る
『
仏
説
父
母
恩
重
難
報
経
』
に
も
、「
不
孝
之
人
、
身

壊
命
終
、
堕
於
阿
鼻
無
間
地
獄
」
と
あ
る
（
新
井
氏
前
掲
稿
）。

（
40
）
田
中
氏
前
掲
書
、
一
三
七
頁
。
不
孝
を
堕
獄
の
原
因
と
す
る
思
考
に

つ
い
て
は
、
田
中
徳
定
「「
不
孝
」
と
そ
の
罪
を
め
ぐ
っ
て　

︱
『
源
氏

物
語
』
に
み
る
「
不
孝
」
と
そ
の
罪
の
思
想
的
背
景
︱
」（『
駒
沢
国
文
』

第
三
二
号
、
一
九
九
五
年
、
後
に
『
孝
思
想
の
受
容
と
古
代
中
世
文
学
』

第
二
部
第
二
章
）・
同
「
宗
教
的
罪
と
し
て
の
「
不
孝
」」（『
孝
思
想
の

受
容
と
古
代
中
世
文
学
』
第
一
部
第
五
章
）
等
を
参
照
。

（
41
）
遠
藤
嘉
基
他
校
注
『
日
本
霊
異
記
』、
日
本
古
典
文
学
大
系
七
〇
、
岩

波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
一
二
七
頁

（
42
）
加
藤
盛
一
校
注
『
鑑
草
』、
岩
波
書
店
、
一
九
二
九
年
、
五
八
頁

（
43
）『
鑑
草
』、
七
一
頁

（
44
）「
儒
学
し
た
る
人
の
蘇
た
る
に
、
冥
途
を
見
て
来
た
る
は
、
む
か
し
よ

り
聞
も
伝
へ
ず
。
愚
昧
の
も
の
か
、
後
生
願
ひ
の
蘇
た
る
に
は
冥
途
に

て
見
て
き
た
る
話
さ
ま
〴
〵
あ
り
。
し
か
れ
ば
と
て
も
学
問
あ
る
人
は

ゆ
か
ぬ
処
と
見
へ
た
り
」（『
南
嶺
子
』「
第
八
九 

極
楽
地
獄
ノ
義
」、『
日

本
随
筆
大
成
』〈
第
一
期
〉
一
七
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、
三
九

一
︱
三
九
二
頁
）
な
ど
と
さ
れ
る
。

（
45
）
田
中
氏
が
前
掲
書
第
二
部
に
お
い
て
、『
源
氏
物
語
』
や
『
宝
物
集
』

の
醍
醐
天
皇
堕
獄
譚
を
採
り
上
げ
、
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
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（
46
）『
日
本
霊
異
記
』、
一
八
三
頁

（
47
）
麻
原
美
子
他
校
注
『
舞
の
本
』、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
九
、
岩
波

書
店
、
一
九
九
四
年
、
五
〇
二
頁

（
48
）
浅
井
了
意
全
集
刊
行
会
編
『
浅
井
了
意
全
集
』
仮
名
草
子
編
第
四
巻
、

岩
田
書
院
、
二
〇
一
三
年
、
二
三
九
頁

（
49
）
久
曽
神
昇
編
『
日
本
歌
学
大
系
』
別
巻
七
、風
間
書
房
、一
九
八
六
年
、

五
〇
一
頁
。
こ
こ
で
は
父
の
例
を
取
り
上
げ
た
が
、
各
書
（『
真
名
本
曾

我
物
語
』
巻
七
・『
古
今
了
誉
序
注
』・『
月
刈
藻
集
』
下
な
ど
）
に
見
え

る
多
く
の
同
話
で
は
、
殺
さ
れ
そ
う
に
な
る
の
は
母
や
姑
と
な
っ
て
い

る
。
馬
場
光
子
氏
は
「「
柴
折
り
」
型
老
棄
伝
承
に
は
、
捨
て
ら
れ
る
者

が
母
で
あ
る
例
が
、
父
の
例
の
倍
以
上
あ
る
」（「
歌
謡
と
説
話
」、
本
田

義
憲
他
編
『
説
話
と
そ
の
周
縁
︱
物
語
・
芸
能
︱
』、
説
話
の
講
座
第
六

巻
、
勉
誠
社
、
一
九
九
三
年
）
と
す
る
。
な
お
、
例
え
ば
姑
を
殺
そ
う

と
す
る
『
真
名
本
曾
我
物
語
』
で
は
、「
こ
の
歌
の
意
は
、
婿
の
男
を
悲

し
び
て
、
忝
く
も
、
こ
の
男
の
道
に
迷
ひ
て
我
が
如
く
に
、
こ
の
山
に

て
空
し
く
な
り
ぬ
る
も
の
な
ら
ば
、
我
が
子
の
、
空
し
き
跡
に
留
め
て
、

親
に
後
れ
け
る
上
に
、
飽
か
ぬ
夫
に
さ
へ
別
れ
て
嘆
か
む
こ
と
こ
そ
悲

し
け
れ
と
て
読
み
た
る
歌
な
り
」（
梶
原
正
昭
他
訳
注
『
曾
我
物
語
』、

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
五
三
、
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
、
四
一
三
頁
）

と
あ
り
、
殺
そ
う
と
す
る
婿
で
は
な
く
、
夫
を
失
う
娘
が
慈
愛
の
対
象

で
あ
る
。

（
50
）
大
地
が
裂
け
不
孝
子
が
呑
ま
れ
る
モ
チ
ー
フ
に
関
し
て
は
、「
少
な
く

と
も
平
安
初
期
に
は
、
大
地
に
吞
ま
れ
る
と
は
地
獄
に
陥
っ
た
こ
と
で

あ
る
と
、一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」（
中
村
史
「『
日

本
霊
異
記
』
不
孝
子
説
話
と
盂
蘭
盆
会
」、『
立
命
館
文
学
』
第
五
二
六
号
、

一
九
九
二
年
）
と
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
堕
獄
例
と
見
做
し
た
。
な
お
、

今
野
達
氏
は
、「
提
婆
達
多
が
五
逆
罪
を
犯
し
、
大
地
破
裂
し
て
生
き
な

が
ら
地
獄
に
落
ち
た
話
は
、
増
壱
阿
含
経
や
大
智
度
論
に
見
え
て
有
名

で
あ
り
、
分
け
て
も
雑
宝
蔵
経
巻
九
に
は
、
母
を
犯
そ
う
と
し
た
息
子

が
大
地
に
呑
ま
れ
、
そ
れ
を
引
き
留
め
よ
う
と
し
た
母
の
手
に
頭
髪
だ

け
が
残
っ
た
話
と
か
、
…
…
よ
く
似
た
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
」「
老
母

を
山
中
に
誘
い
出
し
て
亡
き
者
に
し
よ
う
と
し
た
発
端
か
ら
、
男
が
山

神
の
怒
り
に
よ
っ
て
大
地
に
呑
み
こ
ま
れ
、
老
母
が
そ
の
も
と
ど
り
を

つ
か
ん
で
命
乞
い
を
す
る
結
果
へ
の
展
開
は
、
そ
の
大
筋
に
お
い
て
全

く
吉
志
火
麻
呂
系
説
話
の
敷
き
写
し
で
あ
る
」（「
日
本
霊
異
記
〈
吉
志

火
麻
呂
〉
説
話
の
演
変
に
よ
せ
て
」、『
国
語
国
文
』
第
五
五
巻
第
一
〇
号
、

一
九
八
六
年
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
51
）『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
四
八
冊
、
二
一
頁
。
ま
た
「
罪
重
キ
者
ハ

懺
悔
ニ
及
バ
ズ
、
忽
ニ
等
活
地
獄
ニ
自
ラ
イ
タ
ル
」
と
あ
り
、
将
来
の

堕
獄
の
可
能
性
は
示
さ
れ
て
い
る
。

（
52
）『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
四
八
冊
、
五
九
頁

（
53
）『
浅
井
了
意
全
集
』
仮
名
草
子
編
第
四
巻
、
八
七
頁

（
54
）
柳
田
国
男
『
柳
田
国
男
全
集
』
第
二
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
、

一
七
︱
一
八
頁

（ 104 ）



（
55
）大
塚
千
紗
子「
婬
泆
な
る
慈
母　

︱
子
の
孝
養
に
お
け
る
救
済
︱
」（『
日

本
霊
異
記
の
罪
業
と
救
済
の
形
象
』
第
四
章
、笠
間
書
院
、二
〇
一
七
年
、

一
〇
四
頁
）

（
56
）
中
村
氏
前
掲
稿

（
57
）「
母
中
飢
時
、
吞
苦
吐
甘
、
推
乾
就
湿
。
非
義
不
親
、
非
母
不
養
。
慈

母
養
児
、
去
離
蘭
車
、
十
指
甲
中
食
子
不
浄
、
応
各
有
八
斛
四
斗
。
計

論
母
恩
、
昊
天
罔
極
。
嗚
呼
慈
母
云
何
可
報
。（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

第
八
五
巻
、
No.
２
８
８
７
、
一
四
〇
三
頁
）

（
58
）「
父
母
聞
之
、
悲
哭
懊
悩
、
流
涙
双
下
、
啼
哭
目
腫
。
汝
初
小
時
非
吾

不
長
。
但
吾
生
汝
、
不
如
本
無
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
八
五
巻
、

No.
２
８
８
７
、
一
四
〇
四
頁
）

（
59
）「
如
聞
説
法
、有
四
種
恩
、
甚
為
難
報
。
何
等
為
四
。
一
者
母
。
二
者
父
。

三
者
如
来
。
四
者
説
法
法
師
」（『
大
正
大
蔵
経
』
第
一
七
巻
、No.
７
２
１
、

三
五
九
頁
）。
書
き
下
し
は
『
国
訳
一
切
経
』
経
集
部
八
（
大
東
出
版
社
、

一
九
三
二
年
、
一
〇
二
頁
）
に
依
っ
た
。

（
60
）「
世
出
世
恩
、
有
其
四
種
。
一
父
母
恩
、
二
衆
生
恩
、
三
国
王
恩
、
四

三
宝
恩
。
如
是
四
恩
、
一
切
衆
生
平
等
荷
負
。
善
男
子
、
父
母
恩
者
、

父
有
慈
恩
、
母
有
悲
恩
。
母
悲
恩
者
、
若
我
住
世
於
一
劫
中
説
不
能
尽
」

（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
巻
、
No.
１
５
９
、
二
九
七
頁
）。
書
き
下
し

は
『
国
訳
一
切
経
』
経
集
部
六
（
一
八
一
頁
）
に
依
っ
た
。

（
61
）
道
端
氏
前
掲
書
、
六
六
頁

（
62
）『
孝
の
風
景
』、二
九
〇
頁
。
ま
た
、注（
２
）の
宇
野
氏
前
掲
稿
を
参
照
。

（
63
）
川
島
武
宜
氏
は
、
本
朝
の
孝
が
、「
子
の
孝
の
義
務
の
根
拠
は
、
子
が

親
か
ら
恩
を
う
け
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
」（『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て

の
家
族
制
度
』、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
、
一
〇
二
頁
）
の
に
対
し
て
、

「
中
国
の
古
典
儒
教
に
お
い
て
は
、
孝
と
恩
と
の
か
よ
う
な
連
関
結
合
は

存
在
し
な
い
」（
川
島
氏
前
掲
書
、
一
〇
八
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
64
）
拙
稿
「
和
漢
に
お
け
る
孝
観
念
の
異
同　

︱
「
親
に
先
立
つ
不
孝
」「
異

姓
養
子
」へ
の
態
度
か
ら
︱
」（『
中
国
研
究
集
刊
』称
号（
総
第
六
〇
号
）、

二
〇
一
五
年
、
後
に
『「
孝
」
の
研
究　

︱
孝
経
注
釈
と
孝
行
譚
と
の
分

析
︱
』）

と
も
平
安
初
期
に
は
、
大
地
に
吞
ま
れ
る
と
は
地
獄
に
陥
っ
た
こ
と
で

あ
る
と
、一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」（
中
村
史
「『
日

本
霊
異
記
』
不
孝
子
説
話
と
盂
蘭
盆
会
」、『
立
命
館
文
学
』
第
五
二
六
号
、

一
九
九
二
年
）
と
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
堕
獄
例
と
見
做
し
た
。
な
お
、

今
野
達
氏
は
、「
提
婆
達
多
が
五
逆
罪
を
犯
し
、
大
地
破
裂
し
て
生
き
な

が
ら
地
獄
に
落
ち
た
話
は
、
増
壱
阿
含
経
や
大
智
度
論
に
見
え
て
有
名

で
あ
り
、
分
け
て
も
雑
宝
蔵
経
巻
九
に
は
、
母
を
犯
そ
う
と
し
た
息
子

が
大
地
に
呑
ま
れ
、
そ
れ
を
引
き
留
め
よ
う
と
し
た
母
の
手
に
頭
髪
だ

け
が
残
っ
た
話
と
か
、
…
…
よ
く
似
た
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
」「
老
母

を
山
中
に
誘
い
出
し
て
亡
き
者
に
し
よ
う
と
し
た
発
端
か
ら
、
男
が
山

神
の
怒
り
に
よ
っ
て
大
地
に
呑
み
こ
ま
れ
、
老
母
が
そ
の
も
と
ど
り
を

つ
か
ん
で
命
乞
い
を
す
る
結
果
へ
の
展
開
は
、
そ
の
大
筋
に
お
い
て
全

く
吉
志
火
麻
呂
系
説
話
の
敷
き
写
し
で
あ
る
」（「
日
本
霊
異
記
〈
吉
志

火
麻
呂
〉
説
話
の
演
変
に
よ
せ
て
」、『
国
語
国
文
』
第
五
五
巻
第
一
〇
号
、

一
九
八
六
年
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
51
）『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
四
八
冊
、
二
一
頁
。
ま
た
「
罪
重
キ
者
ハ

懺
悔
ニ
及
バ
ズ
、
忽
ニ
等
活
地
獄
ニ
自
ラ
イ
タ
ル
」
と
あ
り
、
将
来
の

堕
獄
の
可
能
性
は
示
さ
れ
て
い
る
。

（
52
）『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
四
八
冊
、
五
九
頁

（
53
）『
浅
井
了
意
全
集
』
仮
名
草
子
編
第
四
巻
、
八
七
頁

（
54
）
柳
田
国
男
『
柳
田
国
男
全
集
』
第
二
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
、

一
七
︱
一
八
頁
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